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令和４年度第８回十和田市農業委員会総会 

 

 

１．場     所    十和田市役所別館５階会議室 

 

 

２．開 会 日 時    令和４年１１月１５日（火） 午後２時８分 

 

 

３．閉 会 日 時    令和４年１１月１５日（火） 午後２時４４分 

 

 

４．出席農業委員（１６名） 

 

１番  米 田 拓 実 君    ２番  中 野 雄一郎 君 

３番  芋 田 一 弘 君    ４番  立 崎 和 寿 君 

５番  山 田 利 昭 君    ６番  小笠原 秋 彦 君 

７番  稲 田 優 憲 君    ８番  柿 本 広 一 君 

９番  奥 山   博 君   １０番  小 田 正 喜 君 

１２番  小笠原 和 男 君   １３番  箕 輪 展 忠 君 

１４番  竹 浦 寿 広 君   １５番  野 崎 さち子 君 

１７番  力 石 堅太郎 君   １９番  杉 山 秀 明 君 

 

 

５．欠席農業委員（２名) 

 

  １１番  外 山 康 仁 君   １８番  山 崎 誠 一 君 

 

 

６．出席農地利用最適化推進委員（１３名） 

 

  旧十和田湖町地区 白 山 雄治郎 君  旧十和田湖町地区 中屋敷 鉃 男 君 

  三本木地区 山 端 敏 行 君  四 和 地 区 工 藤 優美子 君   

深 持 地 区 沢 目 勝 弘 君  切 田 地 区 若 沢 弘 幸 君 

切 田 地 区 中川原 彰 造 君  大深内地区 斗 沢 信 一 君 

  大深内地区 大 平 靖四郎 君  伝法寺地区 工 藤 美江子 君 

  東 部 地 区 山 端 至 誠 君  藤 坂 地 区 松 田 賢 志 君 

  六日町地区 竹ケ原 竹 夫 君 
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７．会議に付した案件 

 

報告第３９号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

報告第４０号 農地法第３条の３の規定による届出書の受理について 

報告第４１号 農地の転用事実に関する照会について 

報告第４２号 非農地判断を行った農地について 

議案第３８号 農地法第３条第１項の規定に基づく許可について 

議案第３９号 相続税の納税猶予継続届出書に関する証明（農業経営）について 

議案第４０号 十和田市農用地利用集積計画の作成に係る要請について 

議案第４１号 十和田市農用地利用集積計画の決定について 

議案第４２号 農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

 

 

８．議事録署名委員 

 

１番  米 田 拓 実 君   ９番  奥 山  博 君 

 

 

９．会議事件の説明及び職務のため出席した職員 

 

  事 務 局 長  横 岡 聖 一    事 務 局 次 長  安 本 宗 徳 

  事務局農地係長  小笠原   満    事務局振興係長  苫米地   慶 

事 務 局 主 査  村 中 健 大    事 務 局 主 査  佐々木 徳 幸    

事 務 局 主 事  佐 藤 菜 奈 

 

 

10．書    記 

 

  事 務 局 主 事  佐 藤 菜 奈 
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開会 午後２時８分 

 

議  長（杉山秀明君）本日の欠席通告者は、１１番 外山 康仁 委員、１８番 山崎 

誠一 委員の２名です。出席委員は、定足数に達しておりますので、総会は成立 

いたしました。ただ今より、令和４年１１月４日に告示招集いたしました、令和 

４年度第８回十和田市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議  長（杉山秀明君）これより本日の会議を開きます。はじめに、議事録署名委員の指 

名を行います。お諮りいたします。議事録署名委員は議長において指名すること 

にご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）ご異議なしと認め、議長より指名いたします。１番 米田 拓実 

委員、９番 奥山 博 委員を指名いたします。 

 

議  長（杉山秀明君）会議書記には、佐藤 菜奈 君を、参与には事務局長以下各職員

を任命いたします。 

 

議  長（杉山秀明君）次に会期の決定を行います。お諮りいたします。総会の会期は本

日１日限りとしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）ご異議なしと認め、総会の会期は本日１日限りと決定いたしまし

た。 

 

議  長（杉山秀明君）次に報告第３９号について事務局から報告をいたします。局長。 

 

事務局長（横岡聖一君）１ページをお願いいたします。報告第３９号、農地法第１８条

第６項の規定による通知書の受理について。農地法施行規則第６８条第１項の

規定により、別紙のとおり合意による解約等に係る通知書を受理したので報告

する件です。２ページです。農地法及び農業経営基盤強化促進法によるものが、

合計８件１７筆４４，４７５平方メートルです。今後の意向につきましては、

４１番から４３番までは今後別人と貸借の予定です。４４番は今後別人と農業

経営基盤強化促進法で売買の予定です。４５番と４６番につきましては、自ら

耕作が難しいということで貸借のあっせん希望が出されております。４７番は

農地として管理。４８番は別人と売買の予定です。次に４ページです。農地中

間管理事業によるものが、合計３件６筆１３，７３７平方メートルです。今後

の意向は、２３番は別人に贈与することとして、今回農地法第３条所有権移転
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の議案として上程されています。２４番は自ら耕作、２５番は受け手を変更す

る予定です。なお、今回協力金の返還対象となるものはございません。以上で

す。 

 

議  長（杉山秀明君）報告について、ご意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）なしと認めます。よって報告第３９号を報告済みといたします。 

 

議  長（杉山秀明君）次に報告第４０号について事務局から報告をいたします。局長。 

 

事務局長（横岡聖一君）５ページをお願いいたします。報告第４０号、農地法第３条の

３の規定による届出書の受理について。農地法施行規則第２１条の規定により、

別紙のとおり相続等による権利取得の届出書を受理したので報告する件です。

内容は６ページから１６ページまでです。今回は、２３件２３３筆４４２，２

０２．６３平方メートルです。取得事由は、６ページの７２番のみ遺産分割に

よるもので、その他はすべて相続によるものです。また取得した権利の種類に

つきましては、１３ページから１４ページの８９番のみ賃借権の相続で、その

他は所有権の取得となっております。取得後の内容は、自ら耕作、農地として

管理、賃借中などとなっております。なお、８ページの８１番のうち洞内後野

の農地については、農地法第３条による売買の許可申請があり、今回議案とし

て上程されています。今回あっせんの希望はありません。なお、宅地など農地

以外の用途になっているものについては今後、分筆及び地目変更の指導をして

いきたいと考えております。以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）報告について、ご意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）なしと認めます。よって報告第４０号を報告済みといたします。 

 

議  長（杉山秀明君）次に報告第４１号について事務局から報告をいたします。局長。 

 

事務局長（横岡聖一君）１７ページです。報告第４１号、農地の転用事実に関する照会に

ついて。青森地方法務局十和田支局から別紙土地の現況について照会があったの

で、現地調査等の結果に基づき別紙のとおり回答したので報告する件です。内容

は１８ページです。今回の照会は、合計４件８筆１，７８１平方メートルです。

現地調査は令和４年１１月４日に実施し、法務局への回答は１１月７日に行って

おります。２４番は、十和田自動車学校から西に約３００メートルの地点です。
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申請地は①、②、③の３筆とも水路となっています。現地の状況から農地として

の利用は困難であることから、非農地と判断しております。２５番は、サン・ロ

イヤル十和田から北に約３００メートルの地点です。申請地は、昭和５２年建築

の住宅の庭となっています。２０年以上宅地の状態であり、農地としての利用は

困難であることから、非農地と判断しております。２６番は、深持のＪＡ十和田

おいらせ米大型低温倉庫から南に約５５０メートルの地点です。申請地には倉庫

が建っております。２０年以上経過しており、税務課税台帳においても現況地目、

宅地であることから非農地と判断しております。２７番は、田中商工株式会社か

ら北西に約２００メートルの地点です。申請地には昭和５０年建築の住宅が建っ

ています。２０年以上宅地の状態であり、税務課税台帳においても現況地目、宅

地であることから非農地と判断しております。以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）報告について、ご意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）なしと認めます。よって報告第４１号を報告済みといたします。 

 

議  長（杉山秀明君）次に報告第４２号について事務局から報告をいたします。局長。 

 

事務局長（横岡聖一君）１９ページをお願いします。報告第４２号、非農地判断を行った 

農地について。「農地法の運用について」（平成２１年１２月１１日付け農林水産 

省経営局長・農村振興局長連名通知）に基づき、別紙のとおり農地法第２条第１ 

項の農地に該当しないものと判断したので報告する件です。内容は２０ページか 

ら２２ページです。報告事項につきまして、事務手続きの概要をご説明いたしま 

す。農業委員会では、遊休農地の発生防止と解消に向け、農地法第３０条に基づ 

く利用状況調査いわゆる農地パトロールを実施し、その結果、再生利用が困難な 

農地について非農地判断を行うこととなっております。今年度は８月２９日から 

８月３１日までの３日間、市内各地区の農地パトロールを実施するとともに、そ 

の後新たに確認された遊休農地については、毎月の委員現地調査の際に合わせて 

利用状況調査を実施いたしました。利用状況調査の結果、再生困難と判定された 

農地は、合計７２筆１５９，０１０平方メートル、約１５．９ヘクタールとなり 

ました。次にこれらの農地について非農地とすることについて支障がないか、土 

地改良区及び十和田市農林畜産課へ照会いたしました。その結果、支障なしとさ 

れた、議案に掲載しております４２筆１０２，６１６平方メートルについて、今 

回非農地判断するものです。なお、支障ありと回答があったものは、土地改良事 

業の受益地であることなどが理由となっております。非農地判断した土地につき 

ましては、農地台帳の現況地目をその他に変更することにより台帳から除外しま 

す。また法務局、青森県構造政策課及び十和田市税務課、農林畜産課へその旨通 

知いたします。非農地判断した土地の所有者に対しては非農地通知書を交付いた 
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します。地目変更手続きは所有者が自ら行うことになりますので、法務局に提出 

する申請書類も併せて送付し、速やかに手続きを行うよう依頼することといたし 

ます。以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）報告について、ご意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）なしと認めます。よって報告第４２号を報告済みといたします。 

 

議  長（杉山秀明君）ここからは、議案に入ります。今月担当いたしました調査班の調

査員は、小田班長、立崎委員、柿本委員の３名です。令和４年１１月４日に現地

調査及び市役所別館４階会議室１にて聴取調査を行っております。 

 

議  長（杉山秀明君）次に議案第３８号を上程いたします。事務局から提案理由の説明

をいたします。局長。 

 

事務局長（横岡聖一君）２３ページをお願いいたします。議案第３８号、農地法第３条第

１項の規定に基づく許可について。農地法施行令第１条の規定により、別紙のと

おり許可申請書の提出があったので審議を求める件です。内容は２４ページから

２８ページです。なお２４ページの５５番につきましては、報告第４０号による

相続後の売買、２７ページの６２番は報告第３９号による合意解約後の贈与とな

ります。以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）許可申請に係る現地調査の結果について報告願います。１０番 

小田 正喜 委員お願いいたします。 

 

報告委員（小田正喜君）農地法第３条の許可に関する報告をいたします。今回の農地法

第３条の申請は、合計１４件です。内訳は、所有権移転１２件、賃借権設定２

件です。はじめに所有権移転についてです。２４ページの５２番から２５ペー

ジ５９番までは売買によるものです。２６ページ６０番から２７ページ６２番

までは子へ贈与、６３番は知人へ贈与するものです。次に賃借権設定について

ですが、２８ページ１６番、１７番は労力不足によるものです。なお、２５ペ

ージ５７番は新規就農となっております。今回の申請について現地確認及び写

真確認を行い、農地法第３条第２項各号等に照らして審査した結果、お手元の

農地法第３条調査書のとおりすべての申請は許可要件を満たしていると考えま

す。報告は以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）小田委員、ご苦労様でした。 

 



- 7 - 

 

議  長（杉山秀明君）次に新規就農者に対する聴取調査の結果について報告願います。

藤坂地区 松田 賢志 農地利用最適化推進委員お願いいたします。 

 

報告委員（松田賢志君）農地法第３条の許可に関する新規就農について報告をいたしま

す。令和４年１１月４日午後１時４５分、市役所別館４階会議室１において、

２５ぺージ５７番の新規就農となる譲受人に対し、調査員３名と私の計４名で

聴取調査を行いました。営農計画書を基に、機械の確保、労働力、技術関係等

を聴取しましたが特に問題はありませんでした。また、現地確認でも申請地は

農地として管理されていました。以上のことから、就農にあたっては特に問題

はないと判断いたします。報告は以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）松田推進委員、ご苦労様でした。 

 

議  長（杉山秀明君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）ご異議なしと認めます。よって、議案第３８号は許可すること

に決定いたしました。 

 

議  長（杉山秀明君）次に議案第３９号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。局長。 

 

事務局長（横岡聖一君）２９ページをお願いいたします。議案第３９号、相続税の納税

猶予継続届出書に関する証明（農業経営）について。租税特別措置法施行規則

第２３条の８第３２項第１号の規定により、別紙の相続人が相続または遺贈に

より取得をした特例農地等に係る農業経営を引き続き行っている旨の証明をす

ることについて審議を求める件です。内容は３０ページです。今回の証明に係

る農地は、１件２筆２８８平方メートルです。相続税の納税猶予について、税

務署に対し３年ごとに引き続き特例を受けることの届出を行うこととなってい

ます。届出にあたっては、過去３年間継続して農業を営んでいることについて、

管轄する農業委員会の証明が必要となります。本件に関しては、前回、令和元

年１１月総会での承認を経て証明書を交付しており、今回が２回目の更新とな

ります。農地の現況及び経営状況について調査しました結果、納税猶予の対象

となる特例農地にはぶどうが作付けされており、農地として利用されています。
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また、申請者のその他の農地についても賃借権等の権利設定は行われておらず、

本人への聴取から自ら耕作していることが確認されました。したがいまして、

引き続き農業を営んでおり、証明書を交付することは適当であると判断されま

す。以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）ご異議なしと認めます。よって、議案第３９号は証明すること

に決定いたしました。 

 

議  長（杉山秀明君）ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後２時２８分 

 

       委員 退席 

 

再開 午後２時２８分 

 

議  長（杉山秀明君）休憩を解いて会議を再開します。 

 

議  長（杉山秀明君）次に議案第４０号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。局長。 

 

事務局長（横岡聖一君）３１ページをお願いいたします。議案第４０号、十和田市農用

地利用集積計画の作成に係る要請について。農業経営基盤強化促進法第１５条

第４項の規定により、十和田市長に対して別紙のとおり農用地利用集積計画を

定めるよう要請することの承認を求める件です。内容は３２ページです。今回

は、合計２件５筆１０，２３７平方メートルです。以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）農地利用調整会議の結果について報告願います。はじめに伝法

寺地区 工藤 美江子 農地利用最適化推進委員お願いいたします。 

 

報告委員（工藤美江子君）農用地利用調整会議の調整内容について報告します。２２番は
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令和４年１０月１３日午前１０時、農業委員会会長室において農用地の利用関

係の調整を行いました。本件は受け手の農地に隣接しており、農地を集約する

ため売買するものです。調整の結果、売買価格等について双方が合意され、農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項調査書のとおり、要件すべて適であると

判断したので調整調書を作成し農業委員会へ提出しました。報告は以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）工藤 美江子推進委員ご苦労様でした。 

 

議  長（杉山秀明君）次に四和地区 工藤 優美子 農地利用最適化推進委員お願い

いたします。 

 

報告委員（工藤優美子君）農用地利用調整会議の調整内容について報告します。２３番は

令和４年１０月２６日午前９時、農業委員会会長室において農用地の利用関係

の調整を行いました。本件は出し手の労力不足により売買するものです。調整

の結果、売買価格等について双方が合意され、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項調査書のとおり、要件すべて適であると判断したので調整調書を作成

し農業委員会へ提出しました。報告は以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）工藤 優美子推進委員ご苦労様でした。 

 

議  長（杉山秀明君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり要請

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）ご異議なしと認めます。よって、議案第４０号は要請すること

に決定いたしました。 

 

議  長（杉山秀明君）ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午後２時３２分 

 

       委員 着席 

 

再開 午後２時３２分 
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議  長（杉山秀明君）休憩を解いて会議を再開します。 

 

議  長（杉山秀明君）次に議案第４１号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。局長。 

 

事務局長（横岡聖一君）３３ページをお願いします。議案第４１号、十和田市農用地利

用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

基づく農地中間管理機構に係る農用地利用集積計画の作成について、別紙のと

おり十和田市長から依頼があったので、農業委員会の意見を求める件です。内

容は３４ページです。今回は賃借権の設定で、合計２件５筆２０，１６０平方

メートルです。２件とも新規の権利設定で、利用権の設定期間は４１番が１０

年、４２番が５年となっております。なお、協力金の対象はございません。以

上です。 

 

議  長（杉山秀明君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）ご異議なしと認めます。よって議案第４１号は承認することに

決定いたしました。 

 

議  長（杉山秀明君）次に議案第４２号を上程いたします。事務局から提案理由の説明

をいたします。局長。 

 

事務局長（横岡聖一君）３５ページをお願いいたします。議案第４２号、農地法第５条第 

１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について。農地法第５条第３項の規 

定により、別紙のとおり許可申請書の提出があったので、青森県知事に送付する 

ための意見を求める件です。内容は３６ページです。今回は、合計６件７筆５， 

４２０平方メートルです。事務局から農地区分の判断などについてご説明いたし 

ます。４３番の転用事由は、農地を売買で取得し車両置場を整備するものです。 

場所は、ちとせ小学校から北東に約６５０メートルの地点です。農地区分は、農 

用地区域外にありいずれの農地区分要件にも該当しないため、その他の２種農地 

に該当します。本件は、農地以外の土地を含む非農地併用の事業です。４４番の 

転用事由は、農地を親から使用貸借し普通住宅を建築するものです。場所は、沢 

田小学校から南西に約８００メートルの地点です。農地区分は農用地区域外にあ 



- 11 - 

 

りいずれの農地区分要件にも該当しないため、その他の２種農地に該当します。 

４５番の転用事由は、農地を売買で取得し物置を建築するものです。場所は、十 

和田中学校から北東に約５００メートルの地点です。農地区分は第１種農地で、 

申請地が集落に接続しているため不許可の例外に該当し転用の見込みがあります。 

４６番の転用事由は、農地を売買で取得し貸駐車場を整備するものです。場所は、 

十和田中学校から北東に約５００メートルの地点で、４５番に隣接しております。 

農地区分は第１種農地ですが、申請地が集落に接続しているため不許可の例外に 

該当し、転用許可の見込みがあります。４７番の転用事由は、農地を贈与で取得 

し雨よけのための工作物を含む放牧場を整備するものです。場所は、十和田乗馬 

倶楽部の北側隣接地です。本件は既に工事が完了しているため、始末書付きでの 

申請となります。農地区分は第１種農地ですが、既存施設の２分の１以内の面積 

の拡張に該当するため、不許可の例外に該当し転用許可の見込みがあります。４ 

８番の転用事由は、農地を売買で取得し倉庫を建築するものです。場所は、一本 

木沢温泉から北に約１．２キロメートルの地点です。本件についても、既に工事 

が完了しているため始末書付きでの申請となります。農地区分は第１種農地です 

が、申請地が集落に接続しているため不許可の例外に該当し、転用許可の見込み 

があります。以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）許可申請に係る現地調査及び聴取調査の結果について報告願いま 

す。４番 立崎 和寿 委員お願いいたします。 

 

報告委員（立崎和寿君）農地法第５条の農地転用に関する報告をいたします。今回の農地 

法第５条の農地転用申請は６件です。令和４年１１月４日午前９時、調査員３名 

による現地調査を行い、同日午後２時１０分、市役所別館４階会議室１において、 

聴取調査を行いました。現地調査及び聴取調査では、申請番号４７番、４８番に 

ついて、現地は既に放牧場の整備、倉庫の建築がされており、聴取調査において 

本人、代理人へ注意をしております。なお、この件については県に事前協議をし、 

追認的許可で了承を得ており、始末書付きとなっています。それ以外については 

問題ありませんでした。以上、農地転用許可にかかる立地基準及び一般基準の各 

要件等を満たしておりましたので、許可相当と認められます。報告は以上です。 

 

議  長（杉山秀明君）立崎委員ご苦労さまでした。 

 

議  長（杉山秀明君）これより質疑に入ります。ありませんか。１７番。 

 

委  員（力石堅太郎君）４７番の件について詳しくお聞きしたいと思います。贈与されて 

２分の１の拡張ということで認められましたが、本来であれば自分が買ってやる 

のであって、贈与されて何年前に整備されているのかわかりませんけども、県の 

方では始末書付きでいいとは言ったのですけども、なにかこういうのは馴染まな 

いものですから、もう少し詳しくわかっていれば説明していただきたいです。 
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事務局長（横岡聖一君）この件については、以前も２分の１拡張で追認的許可で許可相当 

ということで県に送ったものですけども、これは今の代表者の方の先代の方が放 

牧場を、許可を受けないで整備してしまい、相当年数経ってこの方が代を受け継 

いだ後ににそれが分かって、この方は将来に向かって違法状態を解消したいとい 

う意思がございました。しかしここは農業振興地域に入っているということもあ 

りまして、農林畜産課の方にも相談し、今後ちゃんとやるとすれば、まず農振除 

外をした後に転用手続きをする。ただしその時点で転用許可の見込みが必要です 

のでこちらも県の方にも相談をして、やるとすれば不許可の例外の２分の１拡張 

しかないだろうということでした。２分の１拡張は、既存の施設の２分の１以内 

なので１回ではできないということで、２段階で１回目２分の１拡張して半分く 

らいやってから、あと半分を２回目でやるということで県の指導を受けました。 

そういった時間もかかるということも本人も了承をしたうえで、必要な手続きは 

経ておきたいということで２分の１拡張で転用許可が２回にわたって申請された 

ということになります。 

 

委  員（力石堅太郎君）会長も思っていると思いますけども、なにか馴染まないのですよ 

ね。もしかして今後もこういうことがあるのですか、この方。あるのなら、もっ 

と強い言葉で指導した方がいいかと思います。もう２件といいましたけども前に 

もあったような気がします。そこらへんをきちんと指導していただきたいと思い 

ます。以上です。 

 

事務局長（横岡聖一君）ご意見ありがとうございます。こういった追認的許可というのが 

先月もありましたけども、厳しく指導していきたいと思っております。 

 

議  長（杉山秀明君）その他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可相 

当とすることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（杉山秀明君）ご異議なしと認めます。よって、議案第４２号は許可相当とする 

ことに決定いたしました。 

 

事務局長(横岡聖一君)１件訂正させていただきます。ただいま質問があった件で、贈与で 

取得と説明いたしましたが、係の方で確認しまして売買だそうです。以上訂正い 

たします。 



- 13 - 

 

 

議  長（杉山秀明君）よろしいでしょうか。これをもちまして、令和４年度第８回十和

田市農業委員会総会を閉会いたします。誠にご苦労様でした。 

 

 

閉会 午後２時４４分 


